
個人番号関係事務の外部委託における 
 

契約事務の取扱について 
 

別紙１ 

 

 2016 年 1 月より社会保障、税、災害対策分野で番号制度（マイナンバー制度） 

が開始しました。事業者は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するため 

の番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。） 

に従い、個人番号（マイナンバー）及び個人番号をその内容に含む個人情報（以 

下「特定個人情報等」という。）を適正に取り扱うことが求められます。特に、 

番号法上の「個人番号関係事務の業務委託契約」に該当する契約では、発注者 

が受注者の行う安全管理措置に対する監督義務を負います。具体的には、特定 

個人情報等の保護に関する条項を含む契約の締結、業務委託機関の安全管理措 

置実施状況の確認および定期検査等、通常の業務委託契約にはない追加的な対 

応が求められます。 

 応札者および受注者に対応して頂く事項は、以下の通りです。 

 

１。契約前の当機構による安全管理措置の確認 

（１）当機構の安全管理措置について 

 当機構は、番号法において「個人番号関係事務の業務委託契約」に該当する 

契約について、当機構の安全管理措置と同等の措置が講じられるよう契約相手 

方の監督義務を果たすことが求められており、それに応ずるための対応をとる 

必要があります。つきましては、当機構の特定個人情報等の安全管理に関する 

基本方針（別添１）を確認の上、応札または受注後の契約事務をお願いします。 

 

※尚、当機構は、（「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す 

る法律」（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独立行政法 

人等をいう。）に該当する独立行政法人です。このため、当機構の業務 

において特定個人情報等の漏洩等の「番号法」違反の事案又は「番号法」 

違反のおそれのある事案が発覚した場合には、外務省や個人情報保護委 

員会への報告が必要となり、情報漏えいの事実が公表される可能性があ 

ります。 

 この対応は、当機構が管理責任を持つ「個人番号関係事務の業務委託 

 



契約」にも適用されます。このため、機構との契約で特定個人情報等の 

漏洩などの事案が発生した場合は、受注者の名前を含めて公表される可 

能性があることを予めご理解下さい。 

 

 （２）当機構による応札者・契約交渉相手の安全管理措置の確認への協力依頼 

 上記１．（１）に示した当機構の安全管理措置に準拠し、応札者や契約交渉 

相手に於いても同等の安全管理措置が講じられているか否か、別添２「個人情 

報の安全管理措置に関する調査シート」を用いて確認します。手順は次の通り 

です。 

  ア 機構からの求めに応じ、別添２のリストに回答を記載・押印の上、提 

    出して下さい。 

  イ 必要に応じて当機構からの電話等による追加ヒアリングを行いますの 

    で、ご協力をお願いいたします。 

  ウ また、上記ア、イの調査を踏まえ、契約締結後には、安全管理措置に 

    関する実地検査を行う予定ですので、依頼のあった際にはご協力をお 

    願いいたします。 

 

２。特定個人情報等の保護に関する条項を含む契約の締結 

 入札説明書第５の契約書（案）を参照下さい。特定個人情報などの保護につ 

いては、第２３条の２を参照下さい。 

 

３。契約締結後の対応 

 （１）特定個人情報等の管理責任者および担当者の確認 

 受注者の安全管理措置の実施体制に応じて、該当する契約に於ける次の担当 

者を打合簿にて確認します。 

 ・保有個人情報の管理責任者と担当者 

 ・特定個人情報等の管理責任者と担当者 

 

打合せ簿の案は、別添３のとおりです。 

 

 （２）当機構業務主管部門による年一回以上の定期検査等への対応 

  「番号法」に対応した業務委託契約書の雛形にあるとおり、契約期間中、報 

告書の提出のタイミング等を目途に、年―回以上の安全管理措置の実施状況に 

関する定期検査を行います。 

 定期検査の方法としては、次の方法を想定しています。 

  ・業務報告書に必要な報告内容を記載する。 

 



・必要に応じて、電話等でのヒアリングまたは実地検査を行う。 

 

 報告内容としては、マイナンバーの収集・保管、廃棄等のアクセスログや、 

業務従事者への教育の実施回数等を確認します。 

 

 （３）契約終了時のマイナンバーの廃棄・削除証明の提出 

 契約終了時には、契約期間中に収集・利用・保管したマイナンバーに関する 

データー式を、復元不可能な形で廃棄・削除し、その廃棄・削除証明を業務完 

了報告書に添付して提出して下さい。様式案は別添４のとおりです。 

 

別添１：特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 

別添２：個人情報の安全管理措置に関する調査シート 

別添３：打合簿案（特定個人情報等の管理責任者および担当者の確認用） 

別添４：廃棄・削除証明書案 

 

以上 

 



特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 

 

別紙 1 の別添 1 

 

1｡特定個人情報等の保護に関する考え方 

 独立行政法人国際協力機構では、「行政手続における特定の個人を識別する番 

号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）に 

定められた事務において特定個人情報等を取り扱う。番号法においては、「独立 

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号。以 

下「独立行政法人個人情報保護法」という。）に定められる措置の特例として、 

特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていること 

から、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措 

置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。 

 

2｡特定個人情報等の保護方針 

 個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）を取り扱う全 

ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。 

 

 （法令遵守） 

①特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等（ｔ）を遵守する。 

 （注）法令等には次のものを含む。 

・ 番号法 

・ 独立行政法人個人情報保護法等関連法令 

・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団 

  体等編）（平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第 6 号） 

・ 独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針に 

  ついて（平成 16 年 9 月 14 日付け総管情第 85 号総務省行政管理局長通知、一部改 

  正平成 27 年 8 月 25 日総管管第 71 号） 

 

 (安全管理措置) 

②特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必 

  要な安全管理措置を講ずる。 

 

 (適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止) 

③特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知し 

  た利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとと 

  もに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を 

  防止するための措置を講ずる。 

 



 （委託・再委託） 

④特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先（再委 

  託先を含む。）において、番号法に基づき機構自らが果たすべき安全管理措置 

  と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。 

 

 (継続的改善) 

⑤特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直 

  し、その改善に努める。 

 

3.問合せ先 

総務部総務課 電話 03-5226-8830 

 



【別紙 1 別添２】個人情報の安全管理措置に関する調査シート（ヒアリングシート） 

 調査実施日  

【記載方法】・下記表の各項目と判断基準を確認し、結果の欄に、達成状況を記載する。・達成状況は、「A実施」「B－部の

み実施」「C 未対応」のいずれかの区分を記載する。該当しない場合は、「N/A」と記載する。・備考欄には、結果を受けて

の補足事項を記載する。特に、「B」や「C」の場合、改善計画や改善実施される時期を記載すること。 

契約案件名  
契約期間 年月日～年月日 
委託先の特

定個人情報

等事務担当

者 
【役職】【氏名】 

委託先の特

定個人情覗

等管理責任

者 
【役職】【氏名】 

 
ｋ 分類 項目 判断基準 轄果 備考 

１ 

組織的

安全管  

理措置 

特定個人情報等の具体的な取扱いを定

める規定を整備していますか。 

・管理段陪（取得・利用・保存・提供・削除

/廃棄）毎の取扱方法、責任者・事務取扱担当

者及びその任務等に閏して規定されている

か、確認する。・4 つの安全管理措置（組幟的、

人的、物理的、技術的）が規定さ九でいるか

確哩する 

  

２ 安全管理措置を講ずるための組幟体制

を整備していますか 
・管理責任者（或いは総括責任者）が任命さ

れており、体制図等の奎面に明記されている

か確埋する 
  

３ 
特定個人情報の取扱い（取得・入力、

移送・送信、利用・加工、保管・バツ

クアツプ、消去・廃棄等の作業）にお

ける事務担当者を設置していますか。 

・事務担当者が任命されており、役害|』が文

書化されるなど明確化されているか、確認す

る。 
  

４ 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情

報等の範囲は明確にされていますか。 
・書面等により、当該業務で取り扱う特定個

人情報等の範囲が明確に規定されているか、

確認する。 
  

５ 
個人情報の漏えい等の事故が発生した

場合又は、発生の可能性が高いと判断

した場合の、代表者等への報告連終体

制｢t 夥借海れでいますか 

・連終体制図、若しくは連終先を書面等に明

記しているか、確認する。   

６ 特定個人情報の取扱状況について定期

的に点検を実施していますか。 
・定期点検の計画、実施状況、出来れば改吾

等を行ぅた結果があれば、確認する。   

７ 人的安

全管理  

措置 

新入社員等が入ぅた場合等、特定個人

情報の取扱い等について敏育等を宦施

していますか 

・資料などを作成しているか、受講者や講師

名を含め、教育の記級を残しているか確認す

る 
  

８ 特定個人情報等を取り扱う事務取扱担

当者と曹約書を締結していますか 
・実際にこの件で曹約書を締結しているか、

確認する。   

９ 

物理的

安全管  

理措置 

特定個人情報フアイルを取り扱う情報

システムを管理する区域（以下「管理

区域」という。）及び特定個人情報等を

取り扱う事務を実施する区域（以下「取

扱区域」という。）を明確にし、物理的

な安全管理措置を講じていますか。 

・入退室の記録を取得しているか、記録が残

ぅているか、確認する。※撞物内への入退室

記録、取扱区域への入退室記録、管理区域内

への入退室記録、情報システム室等への入退

室記録などの確認 

  

１

０ 
一部外者を識別するための措置を講じてい

るか、確認する。   
１

１ 
・持ち込み罹器等の制限等の措置を講じてい

るか、確認する。   
１

２ 
一部外者が入室する場合の立会い等の措置

を講じているか、確認する   
１

３ 
・入室する権限を有する者を定めているか、

確認する。   
1

4 
・入室に係る認証罹能の設置は設置されてい

るか、確認する。   
１

５ 
・不正侵入に備えて、警報装置や監視装置の

設置等の措置を講じているか確認する   

１

６ 
・離席時の個人データを記した書類、媒体、

携帯可能なコンビュータ等の机上等への放

置を禁止しているか、確認する。 
  

１

７ 管理区域及び取扱区域における特定個

人情報等を取り扱う罹器、電子媒体及

び書類等の盗難又は紛失等を防止する

ために、物理的な安全管理措置を講じ

ていますか。 

・電子媒体又は書類等は、施錠キヤヒネツト

や書庫又は必要に応じてい耐火金庫に保管

しているか、確認する。・情報罹器に閏して

は、セキェリティワイヤー等により固定され

ているか、確認する。・卜９の諧の俣管につ

いでネ確哩する 

  

１

８ 
個人情報を含む文書の保管場所、利用場所を

限定しているか、確埋する   
１

９ 
・深夜等、関係者不在時に、文書利用／保管

場所の施錠を行ぅているか確認する   
2

0 
電子媒体等に取扱いにおいて、情報の

漏えい等の防止のために措置を講じて

いますか。 

・データの暗号化、バスワードによる保護が

実施されているか、確認する。   

2
1 

・電磁的記録媒体の情報システム端末等への

接続制限や一定数以上の個人情報をダウン

ロードする際には、警告等が表示されるなど

の措置が実施されいるか、確認する。 
  

2

2 特定個人情報が記録された電子媒体又

は書類等を持ち出す場合、容易に個人

番号が判明しないような措置、追跡可

能な移送手段の利用等、安全な方策を

講じていますか。 

・ナータの暗万化、バスワードによる保護が

実施されているか、確認する。該当する状況

において、個人情報の持ち運び、バスワード

設定／暗号化の措置をどのように行うか、担

当者が手順を説明できる、手順書があるか、

確認する。・書類に関しては、封喊、目隠し

シール等が便用されいるか、確認する。・耳

卜９泌笛が本るか凄翔する 

  

2

3 

・特定個人情報等をインターネツト等により

外部に送信する場合、通信経路における情報

漏えい等を防止するための対策を行ている

か確埋する 
  

2

4 

個人番号、特定個人情報フアイルの削

除、罹器及び電子媒 体等の廃棄に際

し、適切な措置を講じていますか。 

・書類の廃棄の場合、復元不可能な手段（例：

焼却、溶解等）が採用されているか、確認す

る。廃棄するまでの書類や電子媒体の保管場

所、保管方法について、取扱区域外に設置さ

れていたり、誰でも持出可能な状剋になって

いないか、確認する。 

 
※電子媒体はバツクアツプ先の媒体(DATテープ/外付けHDD等)

についても確認の対象とする。 

2

5 

・個人番号若しくは特定個人情報フアイルを

削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場

合には、削除又は廃棄した記録を保存してい

るか、確認する。哨|』除・廃棄を委託した場

合、証明する記録等があるか、確認するｊ 

 同上 

・個人特定情報等を削除・廃棄したことを、

責任ある立場の者が承認等を行っているか、

代表取締

役 

 

印 

 



打 合 簿（案） 

 

件名 △△△△△△△△△△△△に係る業務 

 

別紙１の別添３ 

 

平成○○年○○月○○日 

監督職員   国際 太郎 ⑩ 

業務主任者  協力 －郎 ⑩ 

 

打合項目 打合内容及び結果 

保有個人情報およ

び特定個人情報等

の管理責任者と担

当者の関係につい

て 

 監督職員と業務主任者は、契約書第 21 条（個人情報保護）第一項（３）および第

22 条（特定個人情報保護）第１項（３）において、別途文書にて定めるとした責任者

および担当者を次のとおり確認した。 第 21 条（個人情報保護） ・管理責任者： ・

担当者： 第 22 条（特定個人情報保護） ・管理責任者： ・担当者：                                

以上 

【解説】 個人隋報保護並びに特定個人隋報保護の管理責任者、担当者が兼務の場合

は、その様に記載して下さい 

 

 



 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役理事 

 

廃棄・削除証明書（案） 
 

別紙１の別添４ 

 

  株式会社○○ 

代表取締役 ○○ 

     (公印) 

 

以下のとおり特定個人情報を廃棄・削除しましたので、証明します。 

 

処理(○をつける) 廃棄・削除 

廃棄または削除の方法  

処理日  

特記事項|  

 

証明欄:20●●年 月 日 

 

１特定個人情報の削除･廃棄を委託した場合は、委託先から本紙と同様の証明書 

を受領の上、写しを添付して特記事項にその旨を記載下さい。 

 


